
 

 

 

 

 

 

✿今月のお知らせ✿ 

・社会保険の等級変更はお済でしょうか？変更のご確認よろしくお願いいたします。 

・年末調整の時期が近づいてまいりました。少し早いですが、今年度も年末調整に必  

要な資料の早期回収を始めさせていただきたいと思いますので、ご協力の程よろ 

しくお願いいたします。 

 

✿損害保険について勉強会を行いました✿  

先日、株式会社 L＆I パートナーズの東内様に来ていただき、損害保険についての勉強会を行いました。 

企業を取り巻くリスクは様々なものがありますが今回は自動車保険と火災保険について紹介したいと思い

ます。 

 

【自動車保険】 

自動車保険には主に 3 つの種類に分けることができます。 

①賠償責任保険 ： 対人、対物に対する保険 

②傷害保険 ： ご自身の治療費等に対する保険 

③車両保険 ： 車に対する保険 

 

これらの保険に加入した際には、「等級」が適用され、等級に応じて保険料率が増減します。 

保険事故を起こしてしまうと等級が下がってしまい、保険料が高くなってしまうことはご存じの方が多いと思

います。保険事故を起こした際に等級が下がらない事例があるのはご存じでしたでしょうか？ 

上記の事故をノーカウント事故といいます。 

 

〈ノーカウント事故の事例〉 

・法律相談費用、弁護士費用 ： 事故で損害請求内容や過失割合に納得が出来ない場合に弁護士への

相談、示談の委託対応が該当 

・人身傷害 ： 乗車中にがけがをしてしまった。自分や家族が歩行中に車にひかれてしまった。等が該当 
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講師の方との懇親会で食べたトウモロコシ

のリゾットです!お気に入りの I 皿です♪ 



 

 

 

ご契約されている内容にもよりますが、万が一事故に遭い、お支払いが発生する場合でもノーカウント事故

に該当することもあるかもしれませんので、保険会社の担当者または当事務所担当者までご相談くださ

い。 

 

【火災保険】 

家や建物を購入された方のほとんどが火災保険に加入されていらっしゃると思います。 

火災保険には、火災、風災、水災、盗難・水濡れ、破損、地震の 6 つのリスクに備えた保険がありますが 

ざっくりした内容なので、どの範囲まで保険金が出るかわからない方も多いと思います。 

今回の勉強会でいくつか事例を教えていただいたので紹介したいと思います♪ 

 

①雪の重みでカーポートが曲がってしまった。 

 →カーポートや門等家に付属している建物でも、付属建物に該当し保険金のお支払いが可能 

 

②子供が自転車で遊んでいた際に家の前の段にぶつかりタイルが欠けてしまった。 

 →外部からの物体の衝突に該当するので、保険金のお支払いが可能 

 

③子供がアイロンで床のタイル（塗装）を溶かしてしまった。 

 →破損等のリスクに該当し、保険金のお支払いが可能 

 

などなど、そんなことでも！？と驚くような内容のものまで保険金の支払い対象になることがありますので、 

お話いただける範囲であれば、支払対象になるかお調べすることも可能ですので、当事務所担当者まで

お気軽にご相談ください♪ 

 

 

  

 

 

◇申告書の提出期限 

提出月   10 月   11 月   12 月 

確定申告 8 月決算 9 月決算 10 月決算 

予定申告（年 1 回） 

消費税（年 3 回） 

2 月決算 

11 月、2 月、5 月 

3 月決算 

12 月、3 月、6 月 

4 月決算 

1 月、4 月、7 月 
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